
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

１ 山林、原野等において火入れをしないこと。 

２ 煙火（花火）を消費しないこと。 

３ 火遊びまたはたき火をしないこと。 

４ 引火性または爆発性の物品、その他の可燃物附近で喫煙をしないこと。 

５ 林野火災の発生危険が大きいと認めた区域内で喫煙をしないこと。 

６ 残火（たばこの吸い殻を含む）、取灰または火粉を始末すること。 

発令基準と発令期間 

 

① 前 3 日間の合計降水量が 1 ㎜以下、かつ、前 30 日間の合計降水量が

30㎜以下であるとき。 

② 前３日間の合計降水量が１㎜以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。 

林野火災注意報（①②のいずれか） 

林野火災注意報の発令基準に加え強風注意報が発表されたとき。 

林野火災警報 

林野火災注意報・林野火災警報は１２月から翌年５月までの間 

発令期間 

火の使用制限に関する項目 

火の使用制限の対象区域 

※発令区域は甲府地区北部（甲府市北部・甲斐市）、甲府地区南部（甲府市南部・中央市）となります。 

表記町丁目の林野部分が対象となります。 

https://www.kfd.or.jp/

